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はじめに

ネパールは､1990年春の民主主義革命 (民主化運動) により初の本格的民主主義憲法で

ある1990年憲法を制定 し､近代的な代議制 (representativesystem)による統治 を始めた｡

当初､ この代議制には､それまでの抑圧的パ ンチヤヤ ッ ト制-の反動 もあって､国民の

大 きな期待が寄せ られた｡ ところが,.実際に代議制が始 まると､たちまち運用上の問題が

生 じ､ 日を追って混乱や腐敗が拡大 し､世論は政治家-の怒 りと失望か ら代議制そのもの

に疑惑の 目を向けるよ うになった｡

この代議制-の不満の高ま りを受 け､90年代後半 に急速 に勢力 を伸ばしてきたのが､マ

オイス ト (ネパール共産党-マオイス ト1)である｡ マオイス トは非合法地下組織であ り､

1996年から ｢人民戦争｣ を開始､西部 を中心に支配地域 を拡大 して行 き､2000年末にはル

表1 主要政党/略称 (1990年代)

政 党 名 英文表記 略 称

コングレス党 NepaliCongress NC

共産党 (統一マル クス . CommunistPartyofNepal(UnifiedMarxist CPN(UMt)/

レーニン主義)〔統一共産党〕 andLeninist) UML

国民民主党 (タパ) RastriyaPrajatantraParty(Thapa) RPP(T)

国民民主党 (チャン ド) RastriyaPrajatantraParty(Chand) RPP(C)

労農党 NepalWorker'SandPeasantParty/ NWPP/

NepalMajdoorKisanParty NMKP

サ ドバーバナ党 NepalSadbhavanaParty NSP

共産党(マルクス .レーニン主義) CommunistPartyofNepal (MaⅨist-Leninist)CPN(ML)/M1

共産党 (マオイス ト) CommunistPartyofNepal(Maoist) CPN(Maoist)/
〔マオイス ト〕 Maoist
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クム郡に ｢郡人民政府｣を設立するに至った2｡

このマオイス ト運動の昂揚により､ネパール代議制は大きな転機 を迎えた｡それまで憲

法遵守を公約 してきた有力政治家の中からも､憲法改正やむなしの声があが り始めた3｡ネ

パール代議制は20世紀の黄昏 とともに､存亡の危機に立たされることになったのである｡

ネパール代議制は､いったいなぜ､成立後わずか10年ばか りで､このような危機に追い

つめられることになったのか｡本稿では､1990年代の代議政治 (representativegovernment)

の動向を分析 し､この問題の解明を試みることにしたい｡

1 民主主義革命と代議制

(1)代議制の成立

ネパールにおいて､近代的な代議制が成立 したのは､実質的には､1990年の民主主義革

命以後である4｡

ネパールでも､初の成文憲法である1948年憲法において議会はすでに設置 されていたが､

これは形式的なものであ り､実質的には専制的支配者であるラナ家首相の諮問機関にすぎ

なかった｡また､1951年の王政復古後に成立 した1951年憲法における議会 も､主権者であ

る国王の諮問機関にすぎず､本来の議会 とはほど遠いものであった｡

こうした議会のあ り方に対 し､コングレス党を中心 とする政党勢力は批判 を強め､国王

派を追いつめ､1959年､議会権限を強化 した立憲君主制の新憲法を国王につ くらせ ること

に成功 した｡そして､その直後の 2月19日､ネパール初の議会選挙が新憲法の規定に従い

実施 されたのである (遠隔地 2選挙区は2ケ月後に実施)0

表 2 1959年選挙

政 党 立候補者数 当選者数 得票率1) 次点者数

NepaliCongress 108人 74人 35.56% 22人

NepalRastriyaGorkhaParishad 36′ 19 21.06 34

Sham uktaPrajaPartyNepal 86 5 9.46 14

CommunistPartyofNepal 47 4 6.57 10

NepalPrajaParishad(Acharya) 46 2 2.83 4

NepalPrajaParishad(Mishra) 36 1 3.19 3

TeraiCongress 21 0 1.93 1

NepalRastriyaCongress 20 0 0.68 1

PrajatantricMahaShaVa 68 0 3.19 1

Ⅰndependent 268 4 15.53 18

(注)1)無効票数不明のため､有効投票に対する得票率を算出｡投票率44.3%｡

(出所)ElectionCommission[1992],pp.123-124より作成｡
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選挙の結果､ネパール ･コングレス党 (NC)が109議席のうちの74議席を獲得して圧勝 (表

2参照)､6月30日B･P･コイララを首班 とする初の政党内閣を組織 した｡

1959年憲法は立憲君主制の比較的民主的な憲法であ り､選挙で選ばれたB･P･コイララ

の政党内閣も代議制の本旨にかなうものであった｡ ところが､マ-ン ドラ国王は､政党勢

力の圧力に屈 し59年憲法をつ くったものの､選挙の結果､コングレス党が予想以上に圧勝

し､代議制が定着 しそ うな形勢を見て､態度を一変 したOコイララ内閣成立わずか 1年半

後の60年 12月14日､国王は国政混乱を理由に自ら制定 した59年憲法を停止し権力を奪回､

コイララら有力政治家 を逮捕 し､政党を禁止 してしまった｡

その後､マ- ン ドラ国王は自ら1962年憲法を制定 し､これによって ｢非政党的民主的パ

ンチヤヤ ット制5｣を法制化 した｡この ｢ネパール型民主主義｣においても､議会 (国家パ

ンチヤヤ ット)は設置 されていたが､主権者はあくまでも国王であ り､議会は､政党が禁

止 されていたこともあって､実質的には国王の諮問機関にすぎなかった｡

したがって､ネパール代議制は1959年から60年にかけてごく短期間 とはいえ存在 し､政

党､とくにコングレス党にとっては輝かしい経験であったかもしれないが､全体 としてみ

れば､それは本格的な代議制の登場前の短い前奏曲のようなものにす ぎなかった｡

ネパール代議制の実質的なスター トは､コングレス党 と左派諸政党が協力 して国王親政

パンチヤヤ ット制を打倒 した1990年春の民主主義革命以後､制度的により厳密にいえば､

1990年11月 9日の新憲法施行時からである｡

1990年憲法6は､主権在民 (第3条)を定め､上下両院からなる議会 (第 8編)､議会に対

して責任を負 う内閣 (第 7編)､独立した裁判所 (第11編)を設置している｡国王の権限に

は唾味なところが残るが､立憲的に解釈するなら､国王の統治権は形式的なものであ り､

すべて内閣の助言 と承認のもとに行使 される (第35条)｡さらに､特筆すべきは､政党規定

である｡パンチヤヤ ット憲法下の政党禁止の苦い経験に学び､90年憲法はわざわ ざ独立の

1編をもうけ､政党の諸権利 を手厚 く保障 した (第17編)0

このように､90年憲法は､立憲君主制､議会制､議院内閣制､政党制を原理 とする国民

主権の民主的憲法であ り､ネパールの代議制は､実質的には､ここか ら出発するのである｡

(2)代議制の運用 :期待から失望-

ネパールの庶民は､民主主義革命を熱狂的に支持 し､革命の成果 として成立 したこの代

議制に大きな期待を寄せた了｡ ところが､革命の翌年に選挙が実施 され､勝利 したコングレ

ス党が内閣を組織 し､実際に政党政府による政治が始まると､それが過大な期待であった

ことを思い知 らされることになった｡

1990年の民主主義革命は､民衆を革命に動員するため､多 くのことを国民に約束 した｡

民主化､近代化､ 自由化､人権保障､経済発展等々である｡人々は､漠然 とではあれ､こ

れ らの約束を信 じ､革命に参加 し成功させた｡しかし､これ らの約束の実行は､革命以前

の非民主的強権政治､統制的経済､半封建的伝統的社会を､それ らとは原理的に異なる新

体制-変革することを意味 し､手を着ければ､当然､いたるところで様々な抵抗や歪みを

生 じる｡それは少 し想像 しただけでも恐ろしく困難な事業 と分かるが､革命で生まれた代

議制政府には､革命時の約束を端から棚上げにしてしまうことは到底できなかった｡代議

制政府は､発足 とともに､革命時の約束の実行 と､そこから生じる諸問題の解決に取 り組
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むべき立場に立たされたが､生まれたばか りの代議制政府には実際にはそのような準備 も

実力 もなかった｡革命後の高揚 した気分が収まり､代議制の機能不全があちこちで目につ

き始めると､民衆の代議制-の期待は反転 し､大きな失望- と変わっていった80

(彰民主化

まず初めに政治の民主化についてみると､これが民主主義革命の第一の 目標であったこ

とは明らかであ り､当然民衆の期待も大きかった｡ ところが､革命が成就 し､代議制が始

まると､バラ色の期待 とは裏腹に､民主化は至る所で頓挫 した｡

まず露わになったのは､革命による権力の民主化が､以前は少数の権力者に独占されて

いた金権腐敗を､広 く ｢民主化｣したことだ｡権力を手にした議員たちは､お手盛 りで議

員特権を次々に設定した｡なかでも議員の車輸入特権は脱税転売による巨利をもたらすも

ので､｢パジェロ利権｣と呼ばれ､庶民の激 しい怒 りを買った｡他方､政府要職にある者は､

ロイヤル ･ネパール航空などの公営事業に関わる多 くの権益を私物化 しているとして事あ

るごとに非難 された9｡以前のパンチヤヤ ット制下であれば､1990年革命でさえ 『ライジン

グ ･ネパール』紙はほとんど報道 しなかったくらいだから､政府による報道規制が可能で

あろうが､幸か不幸か革命により報道の自由がほぼ確立､新聞 ･雑誌が雨後の筒のごとく

叢生 し､政官界腐敗の報道にしのぎを削るようになった｡むろん政争がらみの担造やセン

セーショナルな誇張もあろうが､全体 として金権腐敗の拡大が事実であったことは否定で

きない｡少なくともマスコミを通して政官界の動向を見聞きしている庶民の多 くは､この

革命後体制の止めどもない金権化を事実 と感 じ､代議制-の不信 と幻滅を深めていった｡

金権腐敗 とならんで代議制-の失望をもたらした大きな要因は､無原則 ･無節操な派閥

抗争による政権の不安定化である｡1990年代の下院選挙は､後述のように91年 5月､94年

11月､99年 5月の 3回だが､政権交代は実に9回におよんでいる｡91年選挙後のコイララ

内閣は3年あまり続いたが､それ以後は 1内閣 1年､あるいはそれ以下しかもたなくなっ

た｡ この間､政権与党は NC,CPN(UML),NC-RPP,RP戸(CトCPN(UML),RPP(TトNC,

NCCPN(ML),NCCPN(UML)と､およそ考え得るすべての組み合わせが試みられたが､無

原則 ･無節操な数合わせが長続 きするはずはなく､そのいずれも安定政権 とはならなかっ

た (党名は表 1参照)｡しかもこの うちの2回を除く7回の政権交代は､選挙結果を受けた

ものではなく､派閥抗争の結果であ り､民意は全 く反映されていない0

ネパールの政党は､30年におよぶパンチヤヤ ット制下の政党禁止により､近代的組織政

党-の発展が遅れ､まだ名望家的派閥集団の性格が強い｡政党禁止のパンチヤヤット制下

では､非政党候補 を1980年までは多段階間接選挙で､それ以後は直接選挙で国家パンチヤ

ヤット (国会)議員 として選出していた｡間接選挙はむろんのこと､直接選挙であっても､

政党 (公党)が禁止されているのだから､選挙は徒党 (私党)を組織 し､私的に闘わざる

をえない｡しかも､最終決定権は主権者の国王にあるのだから､議会は政権をめぐる公的

闘争の場ではなく､国王から分配される様々な権益の派閥的争奪闘争の場にすぎなかった｡

こうして政治の徒党化がすすみ､半封建的ボス支配の政治文化が一段 と強化 されたo

この政治文化は90年革命後も残 り､政党は公認されたものの､実態は依然 として有力者

派閥連合に近いものであった｡革命後数年間の政党についていえば､コングレス党は､G･

P･コイララ､ガネッシュマン ･シン､K･P･バタライ､S･B･デウバ ら､統一共産党は

M ･M ･アディカリ､M ･K･ネパール､ゴータム､マイナ リ兄弟､サハナ ･プラダンら､
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そして国民民主党は L･B･チャン ドとS･B･タパ｡90年代のネパールのどの政権も､多

かれ少なかれ､公党の公的政治闘争の結果 としてよりも､むしろこうした有力政治家たち

の派閥的私的抗争 と取引により成立 したといっても言いすぎではない｡そしてマスコミも､

政党派閥のボスたちが国民の生活苦を横 目に政治を私物化 し､首相の座 をたらい回しにし

ている有様を､現象を深 く分析することなく､もっぱらスキャンダラスに報道 し.庶民の

不満を煽 り立てた｡ネパール代議制の未成熟には､セ ンセーシ ョナ リズムに走る未成熟な

マスコミの責任 も大きかった｡

こうして､代議制はせっか く民主主義革命によって生み出されたものの､自らの政治の

民主化に失敗 し､民主的秩序形成の能力を育てることが出来なかった｡民衆は､この代議

制の非民主的運営を見て､その統治能力-の信頼を失い､代議制-の失望を深めていった｡

(診経済発展

次に経済についてみると､革命のとき,政治家たちは､民主主義になれば経済が発展 し

生活が豊かになると説明し､庶民 もそれを信 じた｡ネパールは世界で最 も開発の遅れた低

開発国であ り､革命-の期待は実際には生活向上が第一であった｡ ところが､革命後の代

議制は､たしかに資本主義化 を実現 した- 正確には､放任 した- が､大多数の庶民に

はこれは繁栄も生活の安定ももたらす ものではなかった｡

表 3をみると分かるように､名 目GDPは1990年代の10年間に3倍以上増加 しているが､

人口増 とインフレをA L,引くと､この間の 1人当た りGDPは182ドルから217ドル- と､ほ

んのわずかしか増加 していない｡それは､総合的な生活の豊かさを示す HDI(人間開発指

数)の改善が0.414(1990年)から0.474(1998年)- と､微々たるものにとどまっているこ

とによっても裏付けられる｡

しかも､急激な都市化で､都市人口が5.0% (1975年)から11.2% (1998年)-急増し (表

3)､これに伴って富も都市部に集中するようになった｡1997年度の 1家族あたり収入は､地

方に対し都市部は2倍､カ トマンズに限定すれば､3倍にもなっている (表4)0HDI(表 5)

表 3 人口 ･開発指数 ･GDP等 (1990年代)

人口 .開発指数 .GDP等 期間初 (調査年) 期間末 (調査年) 出所/蛋

人口 (1000人) 18,491(1991) 22,904(2000) A/4,7

HDⅠ 0.414(1990) 0.474(1998) B/180

GDP (100万ル ピー) 103,416(1989/90) 334,732(1998/99) C/429

GDP (1人当たり､1995USS) 182(1990) 217(1998) B/180

交換 レー ト(Rs/USSl) 29.10(1990) 67.60(1998) C/365

物価 (1983/84=100)全国 161.3(1988/89) 370.0(1997/98) C/381

カ トマンズ 165.3(1989/90) 407_8(1997/98) C/383

平均余命 (歳) 43ー3(1970-75) 57.3(1995-2000) B/188

都市人口比 (%) 5.00(1975) ll.2(1998) B/225

識字率 (10歳以上 ,%) 39.6(1991) 37.8(1995/96) D/276

(出所)A=CBS[2000],B=UNDP[2000L C=CBS[1999],D=NESAC[1998]
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でみても､カ トマンズ (1995年度)の0.713は中位 HDIグループ (1998年度)のアルバニア

(94位) と同じであ り､イラン (97位)や中国 (99位)よりも上位にくるが､山地の0.235

となると最下位のシエラレオネ (174位)の0.252よりも低 くなる｡さらに西部山地に限定す

ると､fiDIは0,147とな り､想像を絶する低開発のままであるOまだ国民の9割近 くを占め

る地方住民の生活は､革命後 も何 ら改善されず､依然 として非常に苦 しい状態であったと

いわざるをえない｡

相対的に豊かな都市部 も､一歩踏み込んで実態をみると､住民の多 くにとっては実際に

は生活が楽になったわけではない｡物価 (表 3)は､1990年頃は地方 も都市 も大差なかっ

たのに､1998年にはカ トマンズの物価は全国平均 より1割ほど高 くなっている｡しかも､革

命後の経済自由化が貧富の格差を拡大 した｡表 6によれば､1985年では､総所得に対 して

占める所得階層別の割合は､たしかに下位40%グループは相対的に少なく､上位10%グルー

プが相対的に多いものの､それほど極端な開きはないし､地域別にみても､この傾向に大

差はない｡ ところが､10年後の1996年になると､貧富の格差が急拡大 し､とくに都市部は

著 しい｡にわかには信 じがたい数字だが､一応表 6の統計を信 じるなら､都市部では収入

下位40%グループの家計収入は全体のわずか 2%にすぎず､上位10%グループの家庭が全

体の71%を独 占している｡革命後の資本主義化により､地方に対 しては都市が､都市では

低所得者層に対 して高所得者層がますます豊かにな り､格差が拡大 したことが分かる｡

表 4 家計収入 (1997) (Rs)

全国 40,700

地方 40,400

都市部 86,800

(出所)NESAC[1998],p.115.

表 6 階層別家計所得 (対全体比)

表 5 地域別 HDI(1995)

(出所)H.Gmng[1998],p.173

所得階層 1985年1) 1996年2)

全国 丘陵 陵都市p 全国 丘陵 都市部

下位40% 23 23 24 ll 7 2

中位 50% 54 56 56 37 37 27

上位 10% 23 21 20 52 56 71

(注)1)Muユti-PurpseHouseholdBudgetSurvey,1985

2)NepalLivingStandardSuⅣey,1996

(出所)NESAC[1998],p.116.
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ちなみに､2001年4月の全国世論調査によると､2年前 と比較 して生活が ｢悪 くなった｣

と答えた人が全体の34.82%､｢非常に悪 くなった｣ が32.27%であるのに対し､｢変わらない｣

は18.04%､｢良くなった｣はわずか13.15%にすぎなかった100

革命後の経済 自由化は､また､被用者の労働条件の悪化ももたらした｡革命後､政府は

世界銀行や IMFの後押 しで ｢公営企業民営化プログラム｣ (1992年)を立ち上げ､2000年 4

月までに製紙会社､繊維会社､銀行など18の公営企業株をイン ド､日本などの会社に売却

し､民営化を進めてきた｡ この民営化により､売却企業で働いていた労働者の雇用が不安

定化 した｡従来の労働者保護は緩和 され､ネパール人正規従業員が解雇 され､非正規雇用

や外国人雇用が増大した｡1997年の半失業率 (underemployment)は47%にも達している11｡

このように､革命後の経済 自由化､規制緩和､グローバ リゼーシ ョンは､大半の庶民､

労働者にとっては､生活を豊かにするどころか､格差拡大 と身分の不安定化により､実感

的にはむしろ生活を苦しくしたのである12｡ そして､未熟で弱体な代議制政府には､これら

の問題に取 り組むだけの統治能力がな く､資本主義化による諸矛盾の拡大を放任するのみ

で､事態改善のための有効な対策を取ることはほとんど出来なかったのである｡

(診自由と権利

最後に自由と権利についてみると､1990年革命は､国民に実に多 くのことを約束 した｡

そして､ある意味ではこれ らの約束をある程度実現 した｡つまり､革命前の半封建的政治

的抑圧や規制を革命が取 り除いた結果 として､個人や集団の自由と権利は､政治的なもの

を中心に.少なくとも形式的には､かな りの程度獲得されたのである｡

1990年憲法の第3編 ･基本的権利をみると､近代的な基本的人権はほとんどすべて規定さ

れている｡宗教 ･人種 ･性 ･カース ト･部族 ･イデオロギーによる差別の禁止 (11条)､死

刑禁止､言論 ･集会 ･結社 ･職業の自由 (12条)､報道出版の自由 (13条)､財産権 (17条)､

教育権 (18条)､参政権 (45条)等々｡

これ らの自由や権利は､半封建的伝統的ネパール社会にとっては､まさしく革命的なも

のであり､その通 り直ちに実現することは到底できなかった｡しかし､革命で抑圧的パン

チヤヤッ ト制が除去され､自由や権利が憲法に明文規定されると､社会の全般的近代化､

資本主義化 とも相まって､それらは無視できないようになった｡当時の状況下で比較的実

現 しやすかった権利､たとえば報道出版の自由は大幅に前進 し､多 くの新聞､雑誌が発行

され､平時には､もはや何をいってもまず問題にはされなくなった｡また､教育権 も､少

な くとも初等教育の機会の点では急拡大 したし､私学経営もほとんど放任状態になった｡

これに対 し､カース ト制を基礎 とする伝統的社会秩序の根幹に直接関わるような自由や

権利は､実現が容易ではなかったが､それでも近代化､資本主義化の目覚ましい都市部か

ら順次 自由化が進み､個人や集団の自由と権利が認められていった13｡

しかし､残念なことに､この自由化には､国家 レベルでも地域や中間集団レベルでも､

それを規律する民主主義の成熟が伴っていなかった｡近代的な自主的秩序形成能力のない

ところで､個人や集団の自由が主張される｡当然､それは放縦 とな り､社会は混乱し不安

定化 した｡不道徳なもうけ主義がはびこり､バング (ゼネス ト)が頻発 し､汚職や犯罪も

増えた｡ 自由化は都市部から予想以上の速 さで伝統的秩序を弛緩 させたが､それに代わる

近代的民主的社会秩序は十分には育たなかった｡

この自由化 と民主化の不均衡は随所に認められるが､国家 レベルでとくに問題 となるの
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は､民族の権利である｡革命前の1962年憲法は国王主権下の ｢国民国家｣ を原理にし､民

族の権利を抑圧 してきたが､90年憲法は ｢多民族､多言語国家｣(4条)を宣言し､各民族

に､民族固有の文化 (宗教､言語､教育など)を守 り発展させる権利を認めた (18､19条)｡

これは新しい多文化主義の流れに乗った考え方であるが､ネパールのような途上国で､そ

の安全な運用は難 しい｡事実､革命後､各民族は憲法で認められた民族の権利の主張を強

め､中央政府 との対立を繰 り返 し､国家秩序を大きく混乱させるようになった14｡

結局､革命後の社会の自由化は､代議制の成熟がなかったため､大半の庶民にとっては

恩恵よりも､放縦による混乱と社会的不安の弊害の方がはるかに大きいと感 じられた｡90

年代の新聞には､これなら革命前の方がまだましだ､といった記事がしばしばみられる｡

以上のように､民主主義革命によって成立した代議制は､単純化 して言えば､政治の民

主化に失敗 し､人民の生活向上に失敗 し､社会の規律ある自由化に失敗した｡この状況は

代議制-の失望を深め､ときとともに､それに代わる別の政治を求める人々が増えていっ

た｡

それではなぜ､90年代のネパールで代議制は期待通 り機能 しなかったのであろうか0

2 多民族国家と小選挙区制

1990年代のネパールで代議制が うまく機能 しなかった理由は､全般的な低開発､強固な

前近代的人間関係15､政党の未成熟など様々考えられるが､代議制の制度に限っていえば､

ネパールが世界有数の多民族多文化国家であるにもかかわらず,下院に小選挙区制を採用

したことも､その大きな要因の一つである｡(上院は別の複雑な選出方法16だが､下院の補

完的機関であ り､ここでは考察の対象 とはしない｡)

ネパールは､歴史的に､立憲君主制のイギリスとの関係が深 く､王政復古後の民主化過

程において､ジェニングスらイギリスの憲法学者の助言を仰ぎつつ､ウェス トミンスター

型議会制を採 り入れた｡選挙制度もイギリスに習い､1959年憲法で小選挙区制を定め､同

年の初の選挙で､109選挙区からそれぞれ1名､計109人の下院議員を選出した｡この小選挙

区制は､直接選挙に改められた1980年の国会 (国家パンチヤヤット)選挙でもそのまま踏

襲された｡

たしかに小選挙区制は､イギリスのように国家-の共属意識を前提に トー リー対ホイッ

グ､保守党対労働党といった二大政党制を育てていった国では有効だろう｡また主権者国

王に全国民が等 しく服従するとい う建前のパンチヤヤ ット制のネパールでも､′ト選挙区制

が特に問題 となることはなかった.しかし､い うまでもなく小選挙区制は相対的な最多得

票者がその選挙区の1議席を独占する制度 (first-past-postsystem)であり､大政党に有利で

あるO最も基本的なところでは文化的同質性がある (と想定されている)社会では､′ト選

挙区制は政治的意見を2つに集約 し､それぞれを代表する二大政党を育て､政党政治を機

能 させるだろう｡ ところが､そうした文化的同質性の前提が崩れると､小選挙区制はうま

く機能しなくなる｡異質な少数派は､選挙戦を通 して多数派に同化することもなければ､

自らを多数派にする見込みもない｡少数派は常に少数派であり､小選挙区制の下では投票

しても死票になるだけで､政治的に代表 される可能性はない｡小選挙区制の下では､異質
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な価値観をもつ少数派は妥協 と取引により他のグループと組んで多数派を形成する以外に

政治的に代表 される道はないが､これをやれば彼 らの生命である独 自性は失われてしまう｡

この小選挙区制の特質は､1990年革命によりネパールの多民族､多文化の現実が公認さ

れ､憲法で ｢多民族､多言語国家｣ と規定 され ることになったとき､当然､問題になった｡

多民族､多言語､多文化の要求を政治的に代表 させ､国政に反映 させるのに､本当に小選

挙区制でよいのか｡

革命後､暫定内閣の下で憲法制定作業が進んでいた頃､この問題を取 り上げ､比例制の

導入を主張 したのは､主に外国人学者や西洋事情に詳 しいネパール入学者であったOたと

えばデンマークの政治学者 ヨルゲン ･エル クリッ トは､1990年 8月 3日トリブバン大学で

開催されたネパール政治学会セ ミナー ｢ネパールの選挙過程｣において､各種の選挙制度

の長短を詳しく説明した上で､ネバーールには比例制が望ましいと結論づけた17｡また､同じ

セ ミナーで発表 したアメリカ在住ネパール人政治学者 C･K･チワリは､小選挙区制の欠点

を指摘 し､比例制採用を強 く主張 したOすなわち､小選挙区制では､50%以下の得票でも

最多得票者が当該選挙区の議席を得ることができ､全体 として得票率 と獲得議席数 とのア

ンバランスが生 じやすい｡事実､1959年選挙では､36% の得票しかないコングレス党が68%

もの議席を獲得 した (表 2参照)｡もし比例制なら､コングレス党は単独では少数派 とな り､

59年選挙後の政治は大きく異なったものになっていただろう｡ 小選挙区制の支持者は､小

選挙区制が安定政権をもたらし､二大政党制を実現するとい う｡ しかし､イン ドやカナダ

を見れば､それが誤 りであることがわかる｡伝統的価値観の強 さ､社会の多元性､政治的

議論の未成熟を考えると､ネパールでは小選挙区制は一党優位制､あるいは一党独裁制を

もたらすおそれがある｡これに対 し,.比例制は､民意を正しく反映する議会 と政府をつ く

り出し､反対派の過激化や院外実力行動を予防 し､ゲ リマンダーなど選挙区画に関する面

倒な問題を回避できる｡したがって､｢新 しくうち立てられた民主主義を保護することがネ

パールの第-の課題であるとするなら､比例代表制に基づ く選挙制度こそが最善の安全保

障になると私は信 じている｣18｡

しかし､このチワリの意見に出席 していたネパール入学者や官僚はあま り賛成 しなかっ

た19｡彼 らは､比例制で多 くの政党が議席をとった場合､政権が不安定になることを恐れて

いたO最高裁判所 ･法廷弁護士 K･ウプレティは､この立場を代弁し､こう述べている.

たしかに小選挙区制には民意を正確に反映 しない とい う欠点があるが､革命後間もないネ

パールには比例制は時期尚早だ｡比例制は技術的にまだ無理だし､たとえ実施 しても多 く

の政党が議席をもつことにな り､政治の不安定､無責任､ボス支配をもたらす｡｢だから､

われわれは小さな分派諸政党を必要 とはしない｡本当に必要なのは､有権者 に明確な選択

肢を示す ことであ り､これは小選挙区制によって可能 となる｡小選挙区制による二極化は

政治責任の所在を明確にするだろう,̀ 20｣

選挙制度は代議制の根幹に関わる重要問題であ り､学者や法律家は熱心に議論 したが､

政党や政治家はほとんど問題にしなかった｡小選挙区制になれていたし､有力政党にとっ

ては小選挙区制が有利 と思われたこともあ り､1990年憲法では従来通 りの小選挙区制が採

用された21｡また､この′ト選挙区制には重複立候補制も併用 されていて､立候補する選挙区

数に制限はない22｡ たとえば､1991年選挙では､コングレス党の G･P･コイララはモラン

第1区とスンサ リ第 3区､統一共産党の M ･K･バンダリはカ トマンズ第1区と第 5区の 2選
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挙区で当選 し､それぞれ第 1区を選び､他の選挙区では補欠選挙 となった｡重複立候補制

導入の経緯はよくわか らないが､事実上 どうしても当選 させたい (したい)候補者の救済

策 として機能 していることは間違いない｡ この重複立候補制 についても特に反対はなかっ

た｡

こうして､結局､1990年憲法は小選挙区制 を採用 し､任期 5年の下院議員205人を重複立

候補制併用の小選挙区制で選出することになった｡低開発で民主主義の経験が浅 く､しか

も世界有数の多民族多文化国家であるこの国で､小選挙区制による代議制が果たして うま

くい くのか｡90年代の 3回の総選挙は､その実験のようなものであった｡

3 下院選挙と政権の不安定化

小選挙区制によるネパールの下院選挙は､1990年代に3回行われた｡詳 しくは後述するが､

結果は危慎 されていた通 り大政党に有利 とな り､民族的､政治的少数派は議会か ら排除さ

れていった. しかも.これは予想 とは逆だが､二大政党のコングレス党 (NC)と統一共産

党 (UML)の勢力がほぼ括抗 していたため､多数派工作で常に政権が不安定 とな り､ どの

内閣も一貫 した政策を実行できな くなった｡小選挙区制は､政権安定化 とい う最大の 目的

でさえ､実現できなかったのである｡以下､ 3回の選挙過程を通 して､その状況 を考察す

る｡

(1) 1991年選挙

1990年の民主主義革命成功により政党禁止が解除 され ると､多 くのグループが次々と政

党を結成､1991年初 には74政党に達 した｡この うち47政党が選挙管理委員会に政党登録 を

申請 し､ 1月23日44党が受理 され､コングレス党は ｢木｣､統一共産党は ｢太陽｣.国民民

主党 (チャン ド)は ｢スキ｣､国民民主党 (タパ)は ｢牛｣､サ ドバーバナ党は ｢掌｣など､

それぞれのシンボルマークを割 り当て られた｡

しかし､リンブ-解放戦線 (umbuwan Lit光rationFront)､モンゴル国民細腰 払40ngoINational

Organization)､ネパール国民民族党 (NepalRastriyaJanajatiParty)の 3党は､憲法 と選挙

法を根拠 に登録 を拒否 された｡憲法第112条(3)によれば､｢宗教､社会集団､カース ト､部

族 もしくは特定地域を基礎 にして組織 された政党 に対 し､選挙管理委員会は承認を与えて

はならない｣｡また第113条(3)によれば､｢選挙管理委員会は､ネパール市民が宗教､カース

ト､部族､言語 もしくは性 を理由にして差別 され構成員になれない とき､または名称､ 目

的､標章 もしくは旗が宗教的 もしくは社会集団的な性格のものであるか､あるいは国を分

裂 させ る恐れのある性格のものであるときには､その政治団体または政党を登録 しないも

の とす る｡23｣

このような憲法の政党規制は､革命の 目標である政治の自由化や多文化主義化 とは矛盾

する｡憲法 自身､前述の第12条(2)や第112条(1)では､政党の自由を認めている｡ しかし､ネ

パールの容易に妥協 を許 さない多民族､多文化の厳 しい現実は､こうした政党規制を設け

ておかない と国家統一が維持できない と憲法起草者 に感 じさせ､結局それが但 し書きとし

て憲法の中に採 り入れ られることになった｡90年憲法は､政党の自由と規制 とい う矛盾 し
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た規定を併存 させているのである｡

この矛盾 した憲法規定を現実に適用することは､民族や文化の政治的主張 と直接関わる

だけに､きわめて難 しい｡事実､91年の選挙時にも､この憲法規定に抵触 しそ うな政党は､

登録拒否された 3党以外にもあった｡たとえば､サ ドバーバナ党は明らかにタライ地域政

党だし､ネパール民族人民解放戦線 (NepalRastriyaJanamuktiMorcha)はチベ ッ ト･ビル

マ系民族の政党である｡他 にも実質的には特定地域､特定民族の政党はあったが､表立っ

てそ う明言しなければ､結局､登録 された｡91年選挙での登録拒否は3党だけだが､政党規

制が小選挙区制 と相まって代議制そのものの正統性 を掘 り崩してい く不吉な予兆はすでに

このときから現れていたのである｡

登録 された44政党の うち実際に候補者 をたて選挙を闘ったのは､20政党であった｡1991

年 2月頃から各政党の綱領や政策パンフレットが大量に出回 り､街では政党 ビラが寺院に

も民家にも所かまわず貼 られた｡政党の選挙戦は､32年ぶ りの割には順調に進み､ 5月12

日全国で一斉に投票が行われた｡この選挙には様々な国際選挙支援団体が協力 していたが､

政府系新聞 『ライジング ･ネパール』によれば､その一つ ｢国際人権法グループ｣は､こ

の選挙をネパール民主主義の基礎を築 くもので ｢成功｣ だったと高 く評価 した24｡ また､日

本 を含む57カ国からなる ｢国際選挙監視団｣の代表は､選挙期間中に暴力行為､テ レビ ･

ラジオ報道の不公平､選挙資金不正使用等はある程度あったが､｢全体 として公平､自由､

公明に行われ､国民の意思の完全な表明がなされた｣ と語った25｡『インターナシ ョナル ･

- ラル ド･トリビューン』 (5月13日) も､｢この選挙で､ネパールはパキスタン､バ ング

ラデ ッシュに続 き最近民主主義を再建 した南アジアの3番 目の国となった｣ と称えた26｡ こ

れ らはいずれも選挙管理委員会の報告書 『1991年総選挙』に採録 されたものであ り､選挙

の正統性 を強調するため都合のよい報道だけを集めた面もある｡報告書には書かれていな

いが､選挙期間中に十数名 (人数す ら確認できない)が殺されたし､有権者名簿不備のた

め 1人で何回も投票 した者､投票箱が持ち去 られ再投票 となったケースもあった｡しかし､

南アジアの選挙 としては､順調であ り成功であったとい う選挙管理委員会の総括は､必ず

しも間違いではない｡

しかし他方､見落 としてはならないのは､1990年憲法をもって革命の成就 と見ない急進

的な毛沢東主義者諸派が選挙に対 して示 した態度である｡極端な地域政党や民族政党は登

録 を拒否 されたが､彼 らも建前上は被抑圧人民の党であ り､望めば便宜的に地域性や民族

性 を薄めて政党登録 し､選挙に出ることができる｡1990年憲法体制を認め社会民主主義に

近づいた統一共産党を初めとする穏健左派が選挙に積極的に参加するのは当然だが､議会

制 を認めない急進左派の間では91年選挙に出るか否かで早 くも意見が分かれた｡

急進左派の多 くは､議会制は認めないが､選挙を手段 として利用 し勢力を拡大 して革命

-導 くという戦略を採った｡彼らは､1990年11月半地下組織の統一センター (UnityCentre)

を結成､91年 1月選挙用の表組織 として統一人民戦線 (UpF)を設立した｡UPFの主な構成

メンバーは､バブラム ･バタライ､ リラマ二 ･ポクレル､ニランジャン ･G･ヴァイジャ､

プラチャンダである｡UPFは便宜組織のため当初正式には党役員をおかなかったが､事実

上､バブラム ･バタライが UPFを指導した27｡後述のように､UPFは70人を立候補 させ､

9人が当選 した｡

ところが､急進左派の有力な一派､モハン ･ビクラム ･シンの共産栄 (マサル)〔cpN-Masa128〕
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は､UPFの議会戦術を批判 し､選挙ボイコット作戦をとった｡マサルの地盤はゴルカ郡 と

ピュタン郡である｡ゴルカではマサルの妨害により､コングレス党の G･P･コイララは選

挙遊説に入れなかったし､アメ リカ支援の選挙啓発運動 も中止 された｡ ピュタンでは投票

率が第1選挙区36.5%､第2選挙区38.4% と､全国平均66.9% に比べ極端に低 くなった｡選挙

管理委員会は91年選挙を成功 と自画 自賛 したが､マサルが選挙ボイコットをLUPFの選挙

参加 も便宜的なものだとすれば､ネパール代議制の正統性は91年選挙の時からすでに脆弱

であったといわ ざるをえない｡

選挙結果は､表 7のようになった｡選挙に出た20政党の うち議席をえたのは8政党､ 3%

以上の得票 とい う憲法に規定の政党要件を満たしたのは 6政党であった｡代議制 との関係

で注 目すべきは､急進左派諸派連合の UPFが 9議席を獲得､次点者 も13人 (その うち7人

は当選者 との得票差10%未満)お り､立憲君主制､議会制民主主義-の原理的批判勢力の

大きさを示したことである｡地域的には､UPFの当選者は全国に広がっているが､中心は､

行政区画でいえば､やは り ｢中部｣､｢西部｣､｢中西部｣の 3開発区である (表 8参照)0

小選挙区制との関係から注目すべきは､コングレス党が37.75%の得票で110議席 (53.66%)

を獲得し､統一共産党も27.98%の得票で69議席 (33.66%)をえたことである｡小選挙区制

の特徴がはっきり現れ､大政党に有利な結果 となった｡また､この二大政党は次点者 も圧

倒的に多 く､しかも当選者 との得票率の差が10%未満の候補者がコングレス党33人､統一

共産党24人もいる｡小選挙区制による政党数の絞 り込みと二大政党制化の傾向は明らかだ

が､一方､党内派閥や第三党の動向次第で二大政党の力関係が大きく左右 されるとい う小

選挙区制特有の不安定 さも併せ持つことになった｡

表 7 1991年選挙

政 党 立候補者敬 (人) 当選者数(人) 得票率(%) 次 点者次点者数(人) 得票差10%未満(人)
NC 204 11037.75 76 33
CPN(UML) 177 6927.98 67 24
UPど 70 94.83 13 7
SadbhavanaParty 75 6 4.10 4 3
RPP(C) 154 3 6.56 13 5
NVVPP 30 2 1.25 4 3
CPN(Democratic) 75 2 2.43 8 1
RPP(T) 163 1 5.38 14 2
DalitMazdoorKissan Party 1 0 0.00 0 0
RastriyaJanataParty(H) 27 0 0.06 0 0
NepalRastriyaJanaParty 4 0 0.08 0 0
CPN(Amatya) 14 0 0.07 0 0

JanawadiMochaNepal 14 0 0.02 0 0

CPN(Bm a) 36 0 0.23 0 0

BahuJanaJanataDal 1 0 0.03 0 0

RastriyaJanataParty(Nepal) 9 0 0.06 0 0

t
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JanataDa1(SocialistDemocrat) 15 0 0.0g 0 0
NepalConservativeParty 6 0 0.04 0 0
Nepal Rastriya JanamuktiMorcha 50 0 0.47 0 0
Independent 219 3 4.17 6 2

(注)投票率66.92%｡無効票4.42%｡.

(出所)ElectionCommission[1992],pp.131-270よ り作成｡

表 8 1991年選挙 UFP当選者 ･次点者選挙区

開発区 当選者選挙区 次点者選挙区

東部 Eastem Siralla-5 siraha-3書,4♯

中部 Central Ramenchap-2 Nuwakot-1事

Lalitpur-3KaⅥepalanchawk-1Chitwan-3 Kathnandu-2*

西部 Westem Gorkha-1+,2',3Manang-1Lamjung-1Tanaku-1,2

中 西 部 Rukum-1 Rukum-2*

(注) *は当選者 との得票差 10%未満

(出所)ElectionCommission[1992],pp.156-270よ り作成｡

注

1 以下､政党名略称は表1参照｡

2 Cf.Sharma,Sudh館r[2000].

3 谷川 [2001]参照｡

4 以下､ネパール現代史全般 については､Brown [1996],Shaha[1993]､Gupta[1993]､ネ

パール憲政史 については､ChatuⅣdi[1993]､谷川 [1998]参照｡ネパール憲法集 として

は､Pant[1995]が便利｡

5 Pant[1995],p.103. 前文中のこの文言そのものは､第 1次改正 (1966)による追加｡

6 HMG[1992],ConstitutionoftheKingdom ofNepal2047(谷川昌幸訳 『ネパール王国憲

法』1994年)

7 民主主義革命 については,Raeper,W.andM.Hoftun[1992]参照｡

8 1990年代のネパール については､Hutt,Michael(ed.)[1994],Hoftun,etal.[1999]の他 に､
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SpotlL'ght,KathmanduPost,Nepall'TL'mes等の新聞雑誌参照0

9 谷川 [1997]参照｡

10NepBll'T)'mes,13-19April2001.

llCf.Khatiwada[2000],p.63.

12Cf.ⅠIDS[1999],pp.87-89;Khatiwada[2000],pp.63-64.

13ネパールの人権状況については､INSEC[1992,1995,2000]参照｡

14Cf.Gellneretal.[1997]､谷川 [2000].

15Cf.Bista[1991].

16上院は､国王任命10名､下院選出 (単記移譲式比例代表制､女性 3名以上)35名､自治

体代表選出 (単記移譲式､各開発区 3名)15名の計60議員で構成 される｡

17Elklit[1990],pp.4-18.

18Tiwari[1992],pp.16-23.

19Whelpton[1994L p.49.

20Upretyl1990],pp.1-20.

21Wh elptonl1994],p.49.

22ElectionCommission[1992],p.32.

23HMG[1992],pp.95-97 (谷川訳 pp.91-93).憲法の政党規制については､谷川 [2000]､

参照｡

24ElectionCommission[1992],p.116.

25Ibid,pp.116-117.

26Ibid,p.111.

27Wh elptonl1994],p-58.

28モハン ･ビクラム ･シン派は Masal,プラチャン ド派はMashal｡ともに ｢灯｣の意味｡
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